
ひたちなか市水道事業低入札価格調査判断基準  

 

制   定  令和５年３月２３日  

 

ひたちなか市水道事業低入札価格取扱要綱（平成１１年水道部訓令第５号）に規

定する数値的判断基準及びその他の判断基準は，次のとおり定める。  

 

１  数値的判断基準  

数値的判断基準による判定は，別表左欄に掲げる最低価格入札者の入札価格の積

算に係る費目の額と同表右欄に掲げる数値的判断基準の額（その額に１，０００円

未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）を比較することにより行うものと

する。この場合において，当該同表左欄に掲げる額のうち，それぞれ当該同表右欄

に掲げる額に満たないものがあるときは，当該入札は当該契約の内容に適合した履

行がされないおそれがあるものとし，当該最低価格入札者を失格とする。  

別表  

最低価格入札者の入札価格

の積算に係る費目の額  

数値的判断基準の額  

直接工事費  予定価格の算出の基礎となった直接工事費の額に１０

０分の９０（機械器具設置工事，電気工事及び電気通

信工事にあっては，１００分の７５）を乗じて得た額  

共通仮設費  予定価格の算出の基礎となった共通仮設費の額に１０

０分の８０を乗じて得た額  

現場管理費  予定価格の算出の基礎となった現場管理費の額に１０

０分の８０を乗じて得た額  

一般管理費等  予定価格の算出の基礎となった一般管理費等の額に１

００分の３０を乗じて得た額  

 

２  その他の判断基準  

数値的判断基準によるもののほか，調査において，その入札内容が次の各号のい

ずれかに該当する場合には，当該入札は当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあるものとし，当該最低価格入札者を失格とする。  

（１）  各種調査書類が全部又は一部でも提出されない場合  

（２）  入札時に提出した工事費等内訳書と，各種調査書類の記載内容が整合し

ていない場合  



（３）  下請予定業者から徴した見積書の内容が積算内訳に適正に反映されてい

ない場合  

（４）  企業努力による適正な見積りに基づく公正な価格競争の結果でないと認

められる場合  

（５）  工事の手抜き等による品質の低下，下請けへのしわ寄せ，労働条件の悪

化，安全対策の不徹底につながる恐れがあると認められる場合  

（６）  入札金額の積算に係る数量が設計数量を満たしていない場合  

（７）  入札金額の積算に係る材料・製品が仕様書に適合した品質・規格でない

と認められる場合  

（８）  入札金額の積算において建設副産物の適正な処理費用が計上されていな

い場合  

（９）   関係法令，仕様書，契約条件等に違反する事項があると認められる場合  

（１０）低入札価格調査において市水道事業に対する合理的な説明を行わない場

合  

（１１）市水道事業が求める資料の全部又は一部を提出しない場合又は提示しな

い場合  

（１２）その他当該低入札価格調査において協力的でない場合又は不誠実な行為

を行った場合  

 

３  適用  

この基準の規定は，令和５年４月１日以後に行うひたちなか市水道事業会計規

程（平成６年水道部規定第７号）第９３条の公告に係る一般競争入札及び指名競

争入札から適用する。  

 


